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１

ペ
ー
ジ

規
　
則

◯
秋
田
県
小
規
模
水
道
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
三

・
生
活
衛
生
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

訓
　
令

◯
秋
田
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
（
一
・
人
事
課
）
…
１

告
　
示

◯
秋
田
県
土
地
利
用
基
本
計
画
の
一
部
変
更
（
一
二
〇
・
建
設
管
理

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
農
業
振
興
地
域
の
指
定
の
一
部
改
正
（
一
二
一
・
農
林
政
策
課
）
…
…
１

◯
漁
船
損
害
等
補
償
法
に
よ
る
付
保
義
務
の
同
意
に
係
る
発
起
人
と
な

る
旨
の
届
出
（
一
二
二
・
水
産
漁
港
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
道
路
区
域
の
変
更
（
一
二
三
・
道
路
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

◯
証
紙
売
り
さ
ば
き
人
の
指
定
（
一
二
四
・
会
計
管
財
課
）
…
…
…
…
…
２

公
　
告

◯
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
（
北
秋
田
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
２

◯
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
（
北
秋
田
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
２

◯
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定
（
秋
田
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
２

◯
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
（
由
利
地
域
振
興
局

農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

人
事
委
員
会
細
則

◯
人
事
委
員
会
細
則
七
―
六
二
―
一
（
特
地
勤
務
手
当
等
の
実
績
細

則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
細
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

秋
田
県
小
規
模
水
道
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

秋
田
県
規
則
第
三
号

秋
田
県
小
規
模
水
道
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
小
規
模
水
道
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
秋
田
県
規
則
第
三

十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
三
項
中
「
三
十
三
の
項
、
三
十
六
の
項
か
ら
三
十
九
の
項
」
を

「
三
十
四
の
項
、
三
十
七
の
項
か
ら
四
十
の
項
」
に
、
「
四
十
五
の
項
か
ら

五
十
の
項
」
を
「
四
十
六
の
項
か
ら
五
十
一
の
項
」
に
改
め
る
。

第
十
条
中
「
、
正
副
二
通
と
し
」
を
削
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十

条
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

秋
田
県
訓
令
第
一
号

庁
　
中
　
一
　
般

各

地

方

機

関

秋
田
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
三
月
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

秋
田
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

秋
田
県
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
秋
田
県
訓
令
第
十
二
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

九
　
地
方
公
務
員
法
第
二
十
六
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
高
齢
者
部
分

休
業

十
　
地
方
公
務
員
法
第
二
十
六
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
自
己
啓
発
等

休
業附

　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

秋
田
県
告
示
第
百
二
十
号

秋
田
県
土
地
利
用
基
本
計
画
（
昭
和
五
十
五
年
秋
田
県
告
示
第
九
百
六
十

二
号
）
の
一
部
を
変
更
し
た
の
で
、
国
土
利
用
計
画
法
（
昭
和
四
十
九
年
法

律
第
九
十
二
号
）
第
九
条
第
十
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
十
三
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

秋
田
県
土
地
利
用
基
本
計
画
図
中
農
業
地
域
（
由
利
本
荘
市
に
係
る
部
分

に
限
る
。
）
及
び
森
林
地
域
（
横
手
市
、
鹿
角
市
、
由
利
本
荘
市
、
大
仙

市
、
仙
北
市
及
び
山
本
郡
三
種
町
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
を
別
図
の
と
お

り
変
更
す
る
。

（
「
別
図
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
関
係
図
面
を
建
設
交
通
部
建
設
管

理
課
並
び
に
関
係
市
役
所
及
び
関
係
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。
）

秋
田
県
告
示
第
百
二
十
一
号

農
業
振
興
地
域
の
指
定
（
昭
和
四
十
八
年
秋
田
県
告
示
第
七
百
二
十
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
年
三
月
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

表
由
利
本
荘
農
業
振
興
地
域
の
項
（九）
中
「
部
分
」
の
下
に
「
又
は
斜
線
で

示
し
た
部
分
」
を
加
え
る
。

秋
田
県
告
示
第
百
二
十
二
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
）
第
五

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第

二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
同
意
に
係
る
発
起
人
と
な
る

旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の

と
お
り
公
示
し
、
指
定
漁
船
調
書
を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

規
　
　
　
　
　
　
則

訓
　
　
　
　
　
　
令

告
　
　
　
　
　
　
示

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

由
利
本
荘
市
大
浦
字
八
走
百
七
十
番
地
六

田
　
口
　
健
　
治

由
利
本
荘
市
芦
川
字
上
の
山
三
十
八
番
地

漁
船
損
害
等
補
償
法
第
百
十
三
条

第

一

項

の

申

出

を

す

る

漁

業

協

同

組

合

の

名

称

秋
田
県
漁
業
協
同
組
合

縦
　
　
覧
　
　
期
　
　
間

平
成
二
十
年
三
月
十
八
日
か
ら
同
年
四
月

一
日
ま
で

縦
　
　
覧
　
　
場
　
　
所

に
か
ほ
市
金
浦
字
塩
焚
浜
番
外
地

秋
田
県
漁
業
協
同
組
合
南
部
総
括
支
所

加

入

区

本
荘

届
　
　
　
　
　
　
　
　
出
　
　
　
　
　
　
　
　
事
　
　
　
　
　
　
　
　
項

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧
の
期
間
及
び
場
所
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二
　
道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
課

（二）

期
間
　
平
成
二
十
年
三
月
十
八
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
百
二
十
四
号

秋
田
県
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
条
例
第
三
十
五
号
）
第
六
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
を
指
定
し
た

の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

秋
田
県
告
示
第
百
二
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
大
館
市
土
地
改
良
区
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
定
款
変
更
に
つ

い
て
、
平
成
二
十
年
三
月
十
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

次
の
者
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
県
営
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に
係
る
土
地
改

良
事
業
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百

九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七

条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

一
　
北
秋
田
市
坊
沢
字
深
沢
百
三
十
二
番
地
石
井
文
雄
ほ
か
十
五
人

（一）

縦
覧
に
供
す
べ
き
書
類
の
名
称
　
県
営
土
地
改
良
事
業
（
坊
沢
地
区

に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
十
八
日

経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業
）
変
更
計
画
書
の
写
し

（二）

縦
覧
期
間
　
平
成
二
十
年
三
月
十
九
日
か
ら
同
年
四
月
十
六
日
ま
で

（三）

縦
覧
場
所
　
北
秋
田
市
役
所

二
　
北
秋
田
市
坊
沢
字
炭
焼
沢
口
五
十
九
番
地
一
桜
庭
茂
ほ
か
十
五
人

（一）

縦
覧
に
供
す
べ
き
書
類
の
名
称
　
県
営
土
地
改
良
事
業
（
蟹
沢
地
区

経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業
）
変
更
計
画
書
の
写
し

（二）

縦
覧
期
間
　
平
成
二
十
年
三
月
十
九
日
か
ら
同
年
四
月
十
六
日
ま
で

（三）

縦
覧
場
所
　
北
秋
田
市
役
所

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
秋
田
市
金
足
片
田
字
待
入
二
十
七
番
地
二
佐
々
木
清
栄

ほ
か
十
四
人
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
県
営
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に
係
る
土
地

改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
し
、

次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

一
　
縦
覧
に
供
す
べ
き
書
類
の
名
称
　
土
地
改
良
事
業
（
杉
沢
地
区
た
め
池

等
整
備
事
業
）
計
画
書
の
写
し

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

公
　
　
　
　
　
　
告

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

由
利
本
荘
市
大
浦
字
八
走
百
七
十
番
地
六

田
　
口
　
健
　
治

由
利
本
荘
市
芦
川
字
上
の
山
三
十
八
番
地

柳
　
田
　
八
十
二

漁
船
損
害
等
補
償
法
第
百
十
三
条

第

一

項

の

申

出

を

す

る

漁

業

協

同

組

合

の

名

称

秋
田
県
漁
業
協
同
組
合

縦
　
　
覧
　
　
期
　
　
間

平
成
二
十
年
三
月
十
八
日
か
ら
同
年
四
月

一
日
ま
で

縦
　
　
覧
　
　
場
　
　
所

に
か
ほ
市
金
浦
字
塩
焚
浜
番
外
地

秋
田
県
漁
業
協
同
組
合
南
部
総
括
支
所

加

入

区

本
荘

届
　
　
　
　
　
　
　
　
出
　
　
　
　
　
　
　
　
事
　
　
　
　
　
　
　
　
項

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

一
　
道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

県

道

路
　
　
線
　
　
名

金
光
寺
能
代
線

金
光
寺
能
代
線

旧
新
別

旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

九
・
七
〇
〜
七
〇
・
六
〇

六
・
〇
〇
〜
一
八
・
〇
〇

九
・
七
〇
〜
七
〇
・
六
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

三
・
八
一
九

四
・
一
二
五

三
・
八
一
九

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

能
代
市
浅
内
字
此
掛
沢
一
四
一
番
六
地
先
か
ら
能
代
市
字
寿
域
長
根
五
六
番
一
地
先

ま
で

能
代
市
浅
内
字
此
掛
沢
一
四
一
番
一
九
か
ら
能
代
市
字
藤
山
四
九
番
一
地
先
ま
で

能
代
市
浅
内
字
此
掛
沢
一
四
一
番
六
地
先
か
ら
能
代
市
字
寿
域
長
根
五
六
番
一
地
先
ま
で

ＡＢ

こ
の
表
に
お
い
て
「
Ａ
」
及
び
「
Ｂ
」
と
は
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
敷
地
の
区
分
を
い
う
。

売

り

さ

ば

き

人

の

住

所

及

び

氏

名

秋
田
市
茨
島
四
丁
目
三

番
三
十
六
号

株
式
会
社
ダ
イ
ヤ
プ
ラ

ザ

売
り
さ
ば
き
場
所

秋
田
市
茨
島
四
丁
目

三
番
三
十
六
号
（
秋

田
モ
ー
タ
ー
ス
ク
ー

ル
）

指

定

年

月

日

平
成
二
十
年
三
月
十

日
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二
　
縦
覧
期
間
　
平
成
二
十
年
三
月
十
八
日
か
ら
同
年
四
月
十
五
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所
　
秋
田
市
金
足
地
域
セ
ン
タ
ー

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六

項
の
規
定
に
よ
り
、
内
越
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
及
び

就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す

る
。

平
成
二
十
年
三
月
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

一
　
退
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

由
利
本
荘
市
赤
田
字
蓮
池
八
十
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
田
口
　
紘
一

〃
　
　
　
　
川
口
字
家
妻
百
七
十
三
番
地
二
　
　
　
　
　
小
川
　
　
久

〃
　
　
　
　
内
越
字
大
滝
二
百
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
中
村
　
善
男

二
　
就
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

由
利
本
荘
市
赤
田
字
後
田
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
田
口
　
作
内

〃
　
　
　
　
川
口
字
家
妻
百
七
十
三
番
地
二
　
　
　
　
　
小
川
　
　
久

〃
　
　
　
　
内
越
字
大
滝
二
百
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
中
村
　
善
男

人
事
委
員
会
細
則
七
―
六
二
―
一
（
特
地
勤
務
手
当
等
の
実
施
細
則
）
の

一
部
を
改
正
す
る
細
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
十
八
日

秋
田
県
人
事
委
員
会
事
務
局
長
　
佐
　
藤
　
文
　
男

人
事
委
員
会
細
則
七
―
六
二
―
一
（
特
地
勤
務
手
当
等
の
実
施
細
則
）

の
一
部
を
改
正
す
る
細
則

細
則
七
―
六
二
―
一
（
特
地
勤
務
手
当
等
の
実
施
細
則
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
二
号
中
「
の
八
割
程
度
以
上
が
、
人
口
三
万
人
」
を
「
の
う
ち

に
人
口
五
万
人
」
に
改
め
、
「
い
る
」
の
下
に
「
者
が
あ
る
」
を
加
え
る
。

別
表
第
四
情
報
伝
達
機
能
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
七
の
15
万
人
以
上
の
項
中
「3

0

点
」
を
「2
0

点
」
に
、
「2

0

点
」

を
「1

0

点
」
に
改
め
、
同
表
15
万
人
未
満
10
万
人
以
上
の
項
中
「2

0

点
」

を
「1

0

点
」
に
、
「1

5

点
」
を
「
５
点
」
に
改
め
、
同
表
10
万
人
未
満
５

万
人
以
上
の
項
中
「1

5

点
」
を
「
５
点
」
に
、
「1

0

点
」
を
「
０
点
」
に

改
め
、
同
表
５
万
人
未
満
３
万
人
以
上
の
項
を
削
る
。

附
　
則

こ
の
細
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人

事

委

員

会

細

則

情
報
伝
達
機
能

新
聞
の
朝
刊
（
全
国
の
地
域
に
わ
た
つ
て

販
売
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
配
達
さ

れ
な
い
場
合
又
は
翌
日
以
降
の
配
達
と
な

る
場
合

日
本
放
送
協
会
の
地
上
放
送
が
受
信
で
き

な
い
場
合
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
場
合

ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
の
提
供
エ
リ
ア
外
及
び

携
帯
電
話
の
利
用
圏
外
に
公
署
が
所
在
す

る

５
点

５
点

５
点

ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
の
提
供
エ
リ
ア
外
及
び

携
帯
電
話
の
利
用
圏
外
に
公
署
が
所
在
す

る
場
合

５
点

点
点

点

点
点

点
点

５
点

点
５
点

点
０
点
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